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(57)【要約】
【課題】実際の光源とは異なる場所から発するように見える照明を発生させるための光学
デバイスを提供すること。
【解決手段】実際の光源とは異なる場所から発するように見える照明を発生させるための
光学デバイスが、開示される。デバイスは、対向する第１および第２の平面を有する導波
管を含む。光源が、光を導波管に指向させるように位置付けられる。回折光学要素（ＤＯ
Ｅ）が、導波管を横断して形成される。ＤＯＥは、全内部反射を介して導波管に入射する
光を分配し、光を該第１の面の表面から外へと結合させる。ＤＯＥは、光線がそれに垂直
な第１の面から出射するように構成される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本明細書に記載の発明。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２０１５年５月１９日に出願された「ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＯＲ」という題名
の米国仮特許出願第６２／１６３，７２４号に対して優先権を主張する。上記文献は、そ
の全体として参照することによって本明細書において援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、実際の光源とは異なる場所から発するように見える照明を発生させるための
光学デバイスに関する。そのような光学デバイスは、必要に応じて実際の物理的光源を配
置することが実現困難または不可能である、種々の写真もしくはビデオ捕捉状況に対して
有用である。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　殆どの写真またはビデオ捕捉状況は、ある形態の照明を要求する。所望の照明は、例え
ば、カメラに接続されるフラッシュによって供給され得る。しかしながら、多くの状況で
は、必要とされる照明を提供することは、困難であり得る。
【０００４】
　１つのそのような状況は、ユーザのための拡張現実の生成に関して、本明細書の譲受人
によって開発されたディスプレイシステムに関連する。そのようなシステムでは、ユーザ
は、外界を視認するためのウィンドウを含む、ヘッドマウントデバイスを提供されるであ
ろう。ウィンドウは、画像情報を発生させ、その画像情報をユーザの眼に投影する能力を
有するであろう。そのようなシステムでは、シミュレートされた物体の画像が、発生され
、現実世界の風景に追加され得る。本タイプのウィンドウのより詳細な説明が、以下に提
供される。
【０００５】
　ある機能性をそのようなヘッドマウントディスプレイに追加することが、着目されてい
る。例えば、ユーザの注視方向を監視するためのカメラを含むことが、着目されている。
ユーザが任意の瞬間にどこを見ているかを把握することは、多くの利益を有する。例えば
、人物の注視の知識は、ディスプレイシステムを制御するために使用されることができる
。注視方向の知識は、マウスポインタまたはその類似物を制御するための選択ツールとし
て使用されることができる。注視方向の知識は、視野内の物体を選択するために使用され
ることができる。カメラを用いて注視情報を捕捉することは、眼を照射するための源を提
供することによって改良されることができる。
【０００６】
　ヘッドマウントディスプレイにおける別の着目特徴は、虹彩認識等のバイオメトリック
測定を通してユーザを識別する可能性である。虹彩認識システムは、虹彩の画像を捕捉す
るためのカメラを含むであろう。虹彩情報を捕捉するプロセスは、照明源が提供される場
合、改良されることができる。
【０００７】
　本発明の照明デバイスは、拡張現実を生成するために本発明の譲受人によって使用され
るウィンドウの構造とのいくつかの類似性を有する。本発明の実施形態は、本文脈におい
て議論されるであろうが、本発明は、拡張現実システムに限定されず、実際には、照明を
要求する、特に、仮想照明源を生成することが所望される任意の状況において使用され得
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ることを理解されたい。
【０００８】
　本デバイスは、拡張現実における使用のために提案されるものと類似する構造を有する
、平面導波管を含む。拡張現実を生成するためのデバイスの説明が、２０１５年１月１５
日に公開された米国特許公開第２０１５／００１６７７号（その開示が、参照することに
よって本明細書に組み込まれる）に見出されることができる。
【０００９】
　本明細書の後の公開に説明され、図１に図示されるように、光学システム１００は、平
面導波管１を含む主要導波管装置１０２を含むことができる。平面導波管は、平面導波管
内の光の全内部反射を制御するための１つ以上の回折光学要素（ＤＯＥ）２を提供される
。光学システムはさらに、光学カプラシステム１０４と、制御システム１０６とを含む。
【００１０】
　図２に最良に図示されるように、主要平面導波管１は、第１の端部１０８ａと、第２の
端部１０８ｂとを有し、第２の端部１０８ｂは、主要平面導波管１の長さ１１０に沿って
第１の端部１０８ａに対向する。主要平面導波管１は、第１の面１１２ａと、第２の面１
１２ｂとを有し、少なくとも第１および第２の面１１２ａ、１１２ｂ（集合的に１１２）
は、主要平面導波管１の長さ１１０の少なくとも一部に沿って（矢印１１４ａおよび破線
矢印１１４ｂ、集合的に１１４によって図示される）部分的内部反射光路を形成する。主
要平面導波管１は、定義された臨界角未満で面１１２に衝突する光に対して略全内部反射
（ＴＩＲ）を提供する種々の形態をとり得る。平面導波管１は、例えば、ガラス、溶融シ
リカ、アクリル、またはポリカーボネートの平板もしくは平面の形態をとり得る。
【００１１】
　ＤＯＥ２（点鎖二重線によって図１および２に図示される）は、ＴＩＲ光路１１４を中
断させ、平面導波管１の長さ１１０の少なくとも一部に沿って延在する平面導波管１の内
部１１８と外部１２０との間に（矢印１１６ａおよび破線矢印１１６ｂ、集合的に１１６
によって図示される）複数の光路を提供する、多種多様な形態をとり得る。ＤＯＥ２は、
有利なこととして、線形回折格子の位相関数を円形または半径方向対称ゾーンプレートの
ものと組み合わせ、見掛けの物体および見掛けの物体に対する焦点面の位置付けを可能に
し得る。ＤＯＥは、導波管の表面上またはその内部に形成され得る。
【００１２】
　図１を参照すると、光学カプラサブシステム１０４は、光を導波管装置１０２に光学的
に結合させる。代替として、カプラが使用されない場合、光は、導波管の縁１０８ｂに直
接結合され得る。図１に図示されるように、光学カプラサブシステムは、光を主要平面導
波管１の縁１２２に光学的に結合させるために、光学要素５、例えば、反射面、ミラー、
ダイクロイックミラー、またはプリズムを含み得る。光はまた、前面または後面１１２の
いずれかを通して導波管装置に結合されることができる。光学カプラサブシステム１０４
は、加えて、または代替として、光を平行化させる平行化要素６を含み得る。
【００１３】
　制御サブシステム１０６は、１つ以上の光源と、空間的および／または時間的に変動す
る光の形態においてエンコードされ得る画像データを発生させる駆動電子機器とを含む。
上記に留意されるように、平行化要素６は、光を平行化させ得、平行化された光は、１つ
以上の主要平面導波管１（１つの主要導波管のみが、図１および２に図示される）に光学
的に結合される。
【００１４】
　図２に図示されるように、光は、ＴＩＲ伝搬からもたらされる少なくともある程度の反
射または「跳ね返り」とともに主要平面導波管に沿って伝搬する。いくつかの実装は、反
射を促進し得る、１つ以上のリフレクタ、例えば、薄フィルム、誘電コーティング、金属
化コーティング等を内部光路において採用し得ることに留意されたい。導波管１の長さ１
１０に沿って伝搬する光は、長さ１１０に沿った種々の位置でＤＯＥ２と交差する。ＤＯ
Ｅ２は、主要平面導波管１内に組み込まれる、または主要平面導波管１の面１１２のうち
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の１つ以上と当接もしくは隣接し得る。ＤＯＥ２は、少なくとも２つの機能を遂行する。
ＤＯＥ２は、光の角度を偏移させ、光の一部をＴＩＲから逃散させ、主要平面導波管１の
１つ以上の面１１２を介して内部１１８から外部１２０に出現させる。ＤＯＥ２はまた、
出力結合された光線を指向させ、所望の見掛け視距離に物体の仮想場所を制御するように
構成されることができる。したがって、主要平面導波管１の面１１２ａを通して見る人は
、具体的視距離からのように仮想光源を見ることができる。
【００１５】
　以下に議論されるであろうように、本照明器は、上記に議論されるＤＯＥおよび導波管
技術を使用して構成されることができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　（発明の簡単な要約）
　実際の光源とは異なる場所から発するように見える照明を発生させるための光学デバイ
スが、開示される。デバイスは、対向する第１および第２の平面を有する導波管を含む。
光源が、光を導波管に指向させるように位置付けられる。回折光学要素（ＤＯＥ）が、導
波管を横断して形成される。ＤＯＥは、全内部反射を介して導波管に入射する光を分配し
、光を該第１の面の表面から外へと結合させる。
【００１７】
　一実施形態では、ＤＯＥは、出力光を平行化させ、導波管から無限距離に位置付けられ
た源の光照射野をエミュレートするように構成される。別の実施形態では、ＤＯＥは、出
力光を分散し、導波管から事前判定された距離にある源の光照射野をエミュレートするよ
うに構成される。好ましい実施形態では、光源は、スペクトルの赤外領域における狭帯域
の放射を発生させる。
【００１８】
　例えば、ＤＯＥは、光線がそれに垂直な該第１の面から出射するように、または光線が
第２の面に対向する空間内に仮想源を生成するような様式で該第１の面から出射するよう
に、または光線が第２の面に対向する空間内に少なくとも２つの仮想源を生成するような
様式で該第１の面から出射するように構成され得る。
【００１９】
　加えて、光源は、赤外線放射を発生させ得る。第２の面は、赤外線放射を反射するコー
ティングを提供され得る。
【００２０】
　光源からの光は、導波管にその第１の面を介して、および／またはその第２の面を介し
て指向され得る。別の実施形態では、光源からの光は、導波管に導波管の縁を介して指向
され得る。そのような実施形態では、照明器は、第１の導波管の縁に沿って延在する第２
の導波管を含み得る。第２の導波管は、光源からの放射を受光し、縁に平行な第１の導波
管の軸に沿って光を分配し得る。
　本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
　照明器であって、
　対向する第１および第２の平面を有する第１の導波管と、
　光を前記導波管に指向させるように位置付けられた光源と、
　前記導波管を横断して形成された回折光学要素（ＤＯＥ）であって、前記ＤＯＥは、全
内部反射を介して前記導波管を横断して前記源から前記導波管に入射する光を拡散し、前
記光を前記第１の面の表面から外へと結合させるためのものである、ＤＯＥと
　を備える、照明器。
（項目２）
　前記ＤＯＥは、光線がそれに垂直な前記第１の面から出射するように構成されている、
項目１に記載の照明器。
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（項目３）
　前記ＤＯＥは、光線が前記第２の面に対向する空間内に仮想源を生成するような様式で
前記第１の面から出射するように構成されている、項目１に記載の照明器。
（項目４）
　前記ＤＯＥは、光線が前記第２の面に対向する空間内に少なくとも２つの仮想源を生成
するような様式で前記第１の面から出射するように構成されている、項目１に記載の照明
器。
（項目５）
　前記光源は、赤外線放射を発生させる、項目１に記載の照明器。
（項目６）
　前記第２の面は、赤外線放射を反射するコーティングを提供されている、項目５に記載
の照明器。
（項目７）
　前記光源からの光は、前記導波管にその第１の面を介して指向される、項目１に記載の
照明器。
（項目８）
　前記光源からの光は、前記導波管にその第２の面を介して指向される、項目１に記載の
照明器。
（項目９）
　前記光源からの光は、前記導波管に前記導波管の縁を介して指向される、項目１に記載
の照明器。
（項目１０）
　前記第１の導波管の縁に沿って延在する第２の導波管を含み、前記第２の導波管は、前
記光源からの放射を受光し、前記縁に平行な前記第１の導波管の軸に沿って前記光を分配
するためのものである、項目９に記載の照明器。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、一図示される実施形態による、導波管装置と、導波管装置に、またはそ
れからの光を結合するためのサブシステムと、制御サブシステムとを含む光学システムを
示す、概略図である。
【図２】図２は、一図示される実施形態による、平面導波管と、平面導波管内に位置付け
られる少なくとも１つの回折光学要素とを含む導波管装置を示し、全内部反射光路と、平
面導波管の外部と内部との間の光路とを含むいくつかの光路を図示する、立面図である。
【図３】図３は、仮想光源が無限遠における本発明の第１の実施形態に従って形成される
照明器を示す、概略図である。
【図４】図４は、仮想光源が導波管からある有限距離の空間内の点である、本発明の第２
の実施形態に従って形成される照明器を示す、概略図である。
【図５】図５は、分配導波管を含む、本発明の第３の実施形態に従って形成される照明器
を示す、概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（発明の詳細な説明）
　図３は、本発明に従って作成される照明デバイス１０の第１の実施形態を図示する。本
デバイスは、照明を要求する多種多様な用途において使用され得る。本デバイスは、特に
、注視追跡または虹彩識別等の特徴を実装するためのヘッドマウントディスプレイにおい
て有用であり得る。
【００２３】
　デバイス１０は、平面導波管２０を含む。１つ以上の回折光学要素（ＤＯＥ）２２が、
導波管内に形成される。ＤＯＥは、導波管の表面上に形成される、または導波管内に埋設
されることができる。
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【００２４】
　光源２４が、照明のための光学放射を発生させるために提供される。多種多様な光源が
、使用され得る。好ましい実施形態では、光源は、単一波長または狭帯域の波長を発生さ
せる。一実施例では、光源２４は、発光ダイオード（ＬＥＤ）である。ＬＥＤの光出力は
、導波管に指向される。光は、導波管の両側に、またはその縁に沿って指向されることが
できる。光は、次いで、全内部反射によって、導波管全体を通して伝搬する。
【００２５】
　ＤＯＥは、導波管の表面に沿った種々の点で光を出力結合するように配列される。図３
の実施形態では、出力結合された光線は、導波管の表面に略垂直である。本アプローチは
、光源が導波管から無限距離に位置し、光が実質的に平行化されるであろう状況をエミュ
レートする。
【００２６】
　図４は、本発明の第２の実施形態による、デバイス１０ｂを図示する。図４の実施形態
では、導波管２０ａのＤＯＥ２２ａは、分散光線を生成し、導波管の対向する側から特定
の距離に位置する点源３０の効果をエミュレートするように配列される。仮想光源の特定
の場所は、ＤＯＥを構成することによって制御される。
【００２７】
　ＤＯＥは、仮想光源を導波管の非常に近接する場所から非常に遠く離れた場所へと任意
の場所に配置するように配列されることができる。選定は、特定の用途のために最良の照
明を提供することに依存するであろう。例えば、眼の照明が虹彩の画像を捕捉するために
使用される場合、仮想源を導波管からさらに離れて移動させ、より均一な照明を生成する
ことが、より良好であり得る。
【００２８】
　拡張現実用途に関して、放射がユーザに可視ではないように、光源が赤外線スペクトル
における照明を放出することが、好ましい。このように、照明器は、ユーザに到達する現
実世界またはコンピュータ発生画像に干渉しないであろう。赤外線照明を使用することは
、虹彩のはるかに高いレベルの詳細が本波長範囲内で利用可能であるため、虹彩認識に対
して特に有用である。
【００２９】
　赤外線源を使用するシステムでは、（伝送側に対向する）導波管の側３２（３２ａ）上
に赤外線放射を反射するコーティングを提供することが、好ましくあり得る。赤外線コー
ティングは、その側上の光漏出に起因する任意の損失を最小限にするであろう。赤外線コ
ーティングは、現実世界から導波管を通したユーザの眼への可視光の伝送に干渉しないで
あろう。
【００３０】
　図４の実施形態は、単一点源に由来する光をエミュレートするためにどのようにＤＯＥ
が構成され得るかを示す。２つ以上の仮想光源から発する光をエミュレートする分散光線
を生成するようにＤＯＥを構成することは、本発明の範囲内である。これは、ＤＯＥのピ
クセルのある割合を１つの仮想源に分配し、別の割合のＤＯＥピクセルを別の仮想源に分
配することによって達成され得る。当然ながら、２つの導波管３０ａを使用することによ
って、類似する結果を達成し得る。２つの導波管は、相互に平行に整合されるであろう。
各導波管３０ａは、異なる場所における点光源をエミュレートするように構成されるであ
ろう。
【００３１】
　種々の瞳追跡システムが、複数の光源を要求し、眼からの複数の反射を発生させるよう
に構成される。複数の仮想点源を発生させ得る本発明の実施形態が、これらのタイプの瞳
追跡システムを実装するために使用され得ることが想定される。
【００３２】
　図５は、ＤＯＥ５２を有する平面導波管５０を含むシステム１０ｃの図である。システ
ム１０ｃはさらに、導波管５０の縁と整合される第２の導波管５６を含む。第２の導波管



(7) JP 2019-110141 A 2019.7.4

５６は、ＤＯＥ５８を含む。光源５４は、光を第２の導波管に指向させる。光は、全内部
反射を介して第２の導波管５６を横断して拡散する。光は、第２の導波管５６から出射し
、導波管５０に入射する。本実施形態では、導波管５６は、光をその軸（図５の垂直軸）
に沿って分配するように作用する。導波管５０は、次いで、光を図５の水平軸に沿って分
配する。第２の導波管の使用は、結合効率を改良し得る。
【００３３】
　本発明は、いくつかの好ましい実施形態を参照して説明されたが、種々の変更および修
正が、添付される請求項によって定義されるような本発明の範囲ならびに精神から変動す
ることなく、当業者によってそれに成され得る。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 2019-110141 A 2019.7.4

【図５】
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